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気象警報が発令された場合のお知らせ 

 昨日より台風の影響で，大雨注意報が出され，影響が懸念されるところです。 
 今年度が始まるにあたり，東広島市内の小中学校の『気象警報が発令された場合の措置

について』のお知らせをします。 
 

 

東広島市地域が，午前６時の段階において，次の警報が１つでも発令さ

れている場合は， 
『自宅待機』とします。 
 
   警報名：大雨，洪水，暴風，波浪，高潮 
 
 
《午前７時の段階での措置》 

  警報の発令が解除されている時 

○ 原則，『繰り下げ登校』とします。 
但し，通学路の安全等が確保されない場合は，この限りではあり

ません。（校長判断） 
 

  引き続き，警報が発令されている時 

○ 『自宅待機』を『臨時休業』とします。 
 

※ 午前６時の段階及び午前７時の判断につきましては，確認のため学

校より長子連絡網でお知らせします。 

 
 よくご確認され，よろしくお願い申しあげます。 
※なお，上記以外の警報や警報発令以外の非常変災その他急迫の事情により，児童の登下

校が難しい場合の措置については，学校長の判断とします。 
【措置例】臨時休業，自宅待機，授業切り下げ，授業打ち切り，学校待機，措置なし    


